
 

 

令
和
四
年
五
月
十
三
日
受
領 

答

弁

第

五

七

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
八
第
五
七
号 

 
 
 
 

令
和
四
年
五
月
十
三
日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸

田

文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
細

田

博

之 

殿 

  

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
知
床
沖
観
光
船
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
知
床
沖
観
光
船
事
故
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
と
お
り
、
法
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
者
は
、
安
全
管
理
規
程
を
定
め
、

国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
有
限
会
社
知
床
遊
覧
船
（
以
下
「
当
該
会
社
」
と
い

う
。
）
は
、
同
条
に
規
定
す
る
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
者
で
あ
る
。 

 

当
該
会
社
の
安
全
管
理
規
程
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
運
航
基
準
（
以
下
「
運
航
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
お
い

て
、
「
船
長
は
、
発
航
前
に
運
航
の
可
否
判
断
を
行
い
、
ウ
ト
ロ
漁
港
内
の
気
象
・
海
象
が
次
に
掲
げ
る
条
件
の
一
に
達
し
て

い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
発
航
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
、
同
項
の
表
に
お
い
て
、
「
風
速
」
に
つ
い
て
は

「
八
メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
」
と
、
「
波
高
」
に
つ
い
て
は
「
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
、
「
視
程
」
に
つ
い
て
は
「
三
百
メ

ー
ト
ル
以
下
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
船
長
は
、
発
航
前
に
お
い
て
、
航
行
中
に
遭
遇
す
る
気

象
・
海
象
（
視
程
を
除
く
。
）
に
関
す
る
情
報
を
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
一
に
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
発
航
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
、
同
項
の
表
に
お
い
て
、
「
風
速
」
に
つ
い
て
は
「
八
メ
ー
ト
ル
毎
秒

以
上
」
と
、
「
波
高
」
に
つ
い
て
は
「
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
運
航
基



 

２ 

 

準
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
、
「
船
長
は
、
航
行
中
、
周
囲
の
視
程
に
関
す
る
情
報
を
確
認
し
、
次
の
掲
げ
る
条
件
に
達
し
た

と
認
め
る
と
き
は
、
基
準
航
行
を
中
止
し
、
当
直
体
制
の
強
化
及
び
レ
ー
ダ
の
有
効
利
用
を
図
る
と
と
も
に
そ
の
時
の
状
況
に

適
し
た
安
全
な
速
力
と
し
、
状
況
に
応
じ
て
停
止
、
航
路
外
錨
泊
又
は
基
準
航
路
変
更
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
さ
れ
、
同
項
の
表
に
お
い
て
、
「
視
程
」
に
つ
い
て
「
三
百
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
な

お
、
運
航
基
準
第
四
条
に
お
い
て
、
「
船
長
は
、
ウ
ト
ロ
漁
港
内
の
気
象
・
海
象
に
関
す
る
情
報
を
確
認
し
、
次
に
掲
げ
る
条

件
の
一
に
達
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
入
港
を
中
止
し
、
適
宜
の
海
域
で
の
錨
泊
、
抜
港
、
臨
時
寄
港
そ
の
他
の
適
切
な

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
、
同
条
の
表
に
お
い
て
、
「
視
程
」
に
つ
い
て
は
「
三
百
メ
ー
ト
ル
以
下
」
と

さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

「
事
故
当
日
、
波
浪
注
意
報
、
強
風
注
意
報
が
発
令
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
会
社
は
「
条
件
付
き
運
航
」
（
当
該
会
社
社
長

発
言
）
、
と
い
う
形
で
、
発
航
し
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
条
件
付
き
運
航
」
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
な
の
か
。

一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
の
か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
「
条
件
付
き
運
航
」
（
当
該
会
社
社
長
発
言
）
」
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
運
航
基
準
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
「
当
該
会
社
の
今
回
の
運
航
に
つ
い
て
は
、
当
該
会
社
の
安
全
管
理
規
程
に
違
反
し
て
い
る
と
お
考
え
か
」
と
の
お
尋
ね
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
当
該
会
社
に
対
し
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

 

「
当
該
会
社
の
安
全
統
括
管
理
者
と
運
航
管
理
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
な
た
か
。
双
方
と
も
社
長
が
兼
務
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
会
社
が

行
っ
た
届
出
に
よ
れ
ば
、
当
該
会
社
の
代
表
取
締
役
が
安
全
統
括
管
理
者
に
選
任
さ
れ
、
か
つ
、
運
航
管
理
者
に
選
任
さ
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 


